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１ 目 的

障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員に対し、専門的知識及び技術を深めさせるなど
必要な研修を行い、その指導力の一層の向上を図り、今後の各都道府県等における指導者としての
資質を高める。

２ 対 象

特別支援学校及び幼稚園・小学校・中学校・中等教育学校・高等学校並びに教育委員会、特別支

援教育センター等において障害のある幼児児童生徒の教育を担当する教職員で、当該障害のある幼

児児童生徒の教育に関し指導的立場に立つ者又は今後指導的立場に立つことが期待される者である

こと。

３ 受講資格

障害のある幼児児童生徒の教育に関する基本的知識を有し、かつ、教職経験年数３年以上である

こと。

４ コース、募集人員、研修期間及び研修時間

(1) コース名、募集人員、各期及び各コースの研修期間は、次の表のとおりとする。
各コースでは、コース共通事項のほか、各障害教育専修プログラムを構成する。なお、知的障

害・肢体不自由・病弱教育コースにおいては、専修プログラムのほか、重点選択プログラムを構

成する。

(2) 研修期間において、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日は、休日とする。
(3) 研修時間は、８時３０分から１７時１５分までとする。

コ ー ス 名 重点選択
期 専修プログラム 募集人員 研 修 期 間

(ねらいとする教育対象) ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

知的障害・肢体 知的障害教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ①知的発達の遅れを伴う
第 不自由・病弱教 自閉症 平成２１年 ５月１１日（月）
一 育コース 肢体不自由教育専修ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾑ ②重度・重複障害 ８０名

～

期 （主に特別支援学校 平成２１年 ７月１０日（金）
の教育対象） 病弱教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ③情 報 手 段 活 用

視覚障害・聴覚 視覚障害教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
第 障害教育コース 平成２１年 ９月 ２日（水）
二 ４０名

～

期 （主に特別支援学校 聴覚障害教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 平成２１年１１月１０日（火）
の教育対象）

情緒障害・言語 情緒障害・自閉症教育専修ﾌ゚ ﾛｸ゙ ﾗﾑ
第 障害・発達障害 平成２２年 １月 ６日（水）
三 教育コース 言語障害教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ８０名

～

期 （主に幼小中高の 平成２２年 ３月１２日（金）
教育対象） 発達障害教育専修ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

計 ２００名

（注）募集人員を超えて推薦があった場合、会場に余裕がある時は受け入れることとする。

５ 研修内容
(1) 研修は、講義・演習、研究協議、実地研修、課題研究により行う。
(2) 研修員は、研修の事前学習として収録講義視聴による学習を３時間程度行うものとする。ネッ

トワーク利用のため、研修員には視聴用ＩＤ等を付与し、学習する内容については別途指示する。



６ 研修員の推薦手続

(1) 次の者を推薦者とする。

ア 国立大学の附属学校の教員については、当該国立大学長とする。

イ 公立学校の教員及び教育委員会、特別支援教育センター等の教職員については、当該都道府

県又は当該政令指定都市の教育委員会教育長とする。

ウ 私立学校の教員については、当該都道府県知事とする。

(2) 推薦者は、候補者を選定し、別紙様式１及び２により本研究所の理事長（以下「理事長」とい

う。）に推薦する。

(3) 推薦期限は、平成２１年１月３０日（金）までとする。

７ 研修員の決定

(1) 理事長は、推薦のあった者の中から研修員を決定し、その結果を推薦者に通知する。

(2) 研修員及び推薦した各教育委員会等においては、研修受講後の研修成果をより一層活用する観

点から、研修員は「研修成果の活用等に関する事前計画書」を作成し、教育委員会等は、その計

画書をとりまとめ、本研修の開始までに送付することとする。書式等については、別途指示する。

８ 研修の中止等

推薦者は、研修の実施に先立って研修を取り止める場合又は研修期間中に研修を中止若しくは中

断する場合は、その理由を付した書面を速やかに理事長に届け出て承認を得るものとする。

９ 研修に関するレポートの提出

研修員は、研修終了日までに研修に関するレポートを理事長に提出するものとする。

10 修了証書の授与

所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。

11 宿泊施設の利用

研修員は、原則として、研究所の研修員宿泊施設に宿泊するものとする。

ただし、特別な事情がありやむを得ないと理事長が認めた場合は、研修員宿泊施設以外の宿泊施
設等に宿泊ができるものとする。

12 研修期間中に要する経費

受講料は徴収しないが、宿泊に伴う経費及び別途必要な経費を要する（別紙参照）。

13 免許法認定講習

研修においては、専修プログラム内容を中心に、教育職員免許法施行規則に基づく免許法認定講

習を合わせて開設し、次表のとおり、特別支援学校教諭の一種又は二種免許状の取得に必要な単位

の修得を可能とする予定である。ただし、情緒障害・自閉症教育専修プログラム、言語障害教育専

修プログラム及び発達障害教育専修プログラムについては、一部単位についての取得となる。



専修プログラム名（研修コース名） 修 得 可 能 な 単 位（予定）

視覚障害教育専修プログラム 特別支援学校教諭（視覚障害者に関する教育の領域）
（視覚障害・聴覚障害教育コース） 一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位

聴覚障害教育専修プログラム 特別支援学校教諭（聴覚障害者に関する教育の領域）
（視覚障害・聴覚障害教育コース） 一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位

知的障害教育専修プログラム 特別支援学校教諭（知的障害者に関する教育の領域）
（知的障害・肢体不自由・病弱教育コース） 一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位

肢体不自由教育専修プログラム 特別支援学校教諭（肢体不自由者に関する教育の領域）
（知的障害・肢体不自由・病弱教育コース） 一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位

病弱教育専修プログラム 特別支援学校教諭（病弱者に関する教育の領域）
（知的障害・肢体不自由・病弱教育コース） 一種又は二種免許状の取得に必要な単位 計６単位

情緒障害・自閉症教育専修プログラム 特別支援学校教諭（知的障害者に関する教育の領域）
言語障害教育専修プログラム 一種又は二種免許状の取得に必要な単位のうち、第
発達障害教育専修プログラム １欄及び第３欄に属する単位 計３単位

（教育職員免許法施行規則第７条の表第１欄及び第
（情緒障害・言語障害・発達障害教育コース） ３欄に属する科目の単位）

14 そ の 他

(1) この要項のほか、特別支援教育専門研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(2) 本研修終了後、研修員及びその任命権者に対して、アンケート調査等を実施する予定である。


